
川西町体育施設条例に係る見直し内容（上限額の改定　→　料金は今後決定）

１　主競技場を貸切使用の場合

フロアー全部 フロアー２分の１ フロアー３分の１ フロアー全部 フロアー２分の１ フロアー３分の１

９３０円 ５２０円 ３５０円 １，３００円 ７００円 ５００円

１，５４０円 ７６０円 ５９０円 ２，１００円 １，１００円 ８００円

１，５４０円 ― ― ２，１００円 ― ―

２，７５０円 ― ― ３，７００円 ― ―

５，０６０円 ― ― ６，８００円 ― ―

５，７２０円 ― ― ７，７００円 ― ―

平日の場合 ８，３６０円 ― ― １１，２００円 ― ―

土曜日等の場合 １１，０００円 ― ― １４，７００円 ― ―

平日の場合 １１，０００円 ― ― １４，７００円 ― ―

土曜日等の場合 １３，６４０円 ― ― １８，２００円 ― ―

２　柔、剣道場を貸切使用の場合

全部 ２分の１ 全部 ２分の１

１７０円 １３０円 ３００円 ２００円

３６０円 ２４０円 ５００円 ４００円

３　児童高齢者用体育室及び研修室を貸切使用の場合

旧 新

使用料
（１時間当たり）

使用料
（１時間当たり）

１７０円 ３００円

３６０円 ５００円

１６０円 ３００円

３３０円 ５００円

４　個人で使用する場合

旧 新

使用の単位 使用料 使用料

５０円 １００円

１１０円 ２００円

１６０円 ３００円

５　体育館付属施設設備使用料

区分 使用の単位
アマチュアスポー
ツに使用する場合

その他の催し物に
使用する場合

アマチュアスポー
ツに使用する場合

その他の催し物に
使用する場合

放送設備 １時間 ２７０円 ５５０円 ４００円 ８００円

集会用椅子 １脚 無料 １０円 無料 １００円

フロアーシート １式 無料 １１，０００円 無料 １４，７００円

ステージ １時間 ２２０円 ３３０円 ３００円 ５００円

別表第２

川西町総合運動公園クラブハウス使用料

旧 新

ア　使用者が幼児、小中学校又は高校
の児童生徒である場合

イ　使用者がアに掲げる以外の者であ
る場合

アマチュアスポー
ツに使用する場合

区分

新

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催し物に使用する場合

ア　幼児又は小中学校の児童生徒であ
る場合

児童高齢者用体育
室

アマチュアスポー
ツに使用する場合

ア　使用者が幼児、小中学校又は高校
の児童生徒である場合

イ　使用者がアに掲げる以外の者であ
る場合

研修室

旧 新

旧 新

土曜日等の場合

⑷ 入場料金を徴
収するとき

営利を目的としな
い場合

営利を目的とする
場合

区分
使用料（１時間当たり） 使用料（１時間当たり）

区分
使用料（１時間当たり）

１アマチュアス
ポーツに使用する
場合

⑴ 入場料金を徴
収しないとき

ア 使用者が幼児、小中学校又は高校
の児童生徒である場合

イ 使用者がアに掲げる以外の者であ
る場合

⑵ 入場料金を徴
収するとき

ウ　使用者がアに掲げる者である場合

エ 使用者がアに掲げる以外の者であ
る場合

使用料（１時間当たり）

２その他の催し物
に使用する場合

⑶ 入場料金を徴
収しないとき

平日の場合

区分

旧

午前・午後・夜間
の各１回とする

イ　高校の生徒である場合

ウ　その他の者である場合



使用の単位 使用料金 使用料金

ア　小学生 ４８０円 ７００円

イ　中・高校生 ５９０円 ８００円

ウ　一般 ７１０円 １，０００円

冷暖房料 １人１泊につき ２２０円 ３００円

１日 １，１７０円 １，６００円

半日 ７１０円 １，０００円

冷暖房料 １人１回につき ２２０円 ３００円

別表第３

川西町総合運動公園ホッケー競技場使用料

新

区分 使用の単位 使用料

天然芝
７９０円

天然芝
１，１００円

人工芝
７９０円

人工芝
１，１００円

夜間照明
５１０円

夜間照明
７００円

天然芝
７，８６０円

天然芝
１０，５００円

人工芝
７，８６０円

人工芝
１０，５００円

夜間照明
５，０９０円

夜間照明
６，８００円

天然芝
１，５７０円

天然芝
２，１００円

人工芝
１，５７０円

人工芝
２，１００円

夜間照明
１，０２０円

夜間照明
１，４００円

天然芝
１５，７１０円

天然芝
２０，９００円

人工芝
１５，７１０円

人工芝
２０，９００円

夜間照明
１０，１８０円

夜間照明
１３，６００円

別表第４

川西町総合運動公園多目的運動場照明施設使用料

旧 新

使用の単位 使用料 使用料

２，１００円 ２，８００円

４，１９０円 ５，６００円

４，１９０円 ５，６００円

１２，５７０円 １６，８００円

ア 幼児、小中学
校又は高校の児童
生徒である場合

１時間につき

営利を目的としな
い場合

営利を目的とする
場合

イ アに掲げる以
外の者である場合

営利を目的としな
い場合

営利を目的とする
場合

３０分当たり

区分

町民及び町民で構成する団体が使用す
る場合

町民及び町民で構成する団体が会費又
は入場料を徴収して使用する場合

町外諸団体及び個人が使用する場合

町外諸団体及び個人が会費又は入場料
を徴収して使用する場合

使用料

旧

備考
　１　１泊とは、午後１時から翌日の午後１時までをいう。
　２　１日とは、午前９時から午後５時までをいう。
　３　半日とは、４時間以内のことをいう。

１人１泊につき

宿泊使用料

区分

宿泊を伴わない場
合の使用料

会議室兼食堂

町外の者が使用する場合、上記区分ごとの使用料に１００分の１５０の割合を
乗じて得た額とする。


